
長野県林業労働力確保支援センター機械施設貸付規程 
                            （財）長野県林業労働財団 
 
 （目的） 
 第１条 この規定は、（財）長野県林業労働財団がレンタル業務用に設置する機械及び施設の貸付

について定める。 
 
 （貸付手続）      
 第２条 認定事業主（以下「借受人」という。）がこの機械及び施設を使用しようとするときは、

貸付条件等を理解したうえで機械施設借入申請書（様式１号）を長野県林業労働財団理事長

（以下「理事長」という。）に提出する。 
２  機械の借受けに際し現地指導を行うアドバイザーの斡旋を希望する場合はその旨を機械

施設借入申請書（様式１号）に併記して提出する。 
  ３ 技能習得研修、功程調査等を目的として公的機関において使用する場合は、別途協議に基づ

き理事長が決定する。  
 
 （貸付可否の決定） 
 第３条 理事長は、前条による申請を受理したときは、貸付の可否及びアドバイザーを決定し、機

械施設借受承認書（様式２号）により申請者に通知する。        
 
 （貸付期間及び引渡） 
 第４条 借受人は物件の確認をして引渡しを受け、引渡しを完了した日を起算日とし返還の日まで

を貸付期間とする。 
  ２  借受人は借受けした機械及び施設を返還するときは使用実績報告書（様式第３号）   

を理事長に提出し、返還日には理事長の指示する次の借受人或いは理事長が指定する保管管

理者の立会いのうえ引き渡すものとする。     
 
 （貸付期間の更新） 
 第５条 貸付期間は別記のとおりとする。 

ただし、理事長と借受者との協議により借受期間を更新することができる。       
  
（物件の瑕疵） 
 第６条 物件の引渡しの時に、物件の性能、機能等に不適合、不完全その他の瑕疵があったとき 

は理事長が責任をもって完全な状態で引き渡すものとする。 
 
 （利用料） 
 第７条 この機械及び施設の利用料は別記のとおりとする。 
 
 （利用料の納付） 
 第８条 この機械及び施設の利用料は、貸付期間終了後１４日以内に理事長の発行する請求書によ

り納付しなければならない。 
  
（費用負担） 
 第９条 貸付機械及び施設の借受けと返還に要する一切の費用は借受人負担とする。 
 
 （転貸の禁止） 
 第１０条 借受人は借受けた機械及び施設を転貸してはならない。 
 
 （保管・使用） 
 第１１条 借受人は借受けした機械及び施設の使用保管について、善良なる管理義務をもって 



管理し、遺憾のないようにしなければならない。      
   ２ 借受した機械の操作者（運転者）は高性能林業機械技能研修の修了者とする。 
 （滅失、毀損等） 
 第１２条 借受人は借受けした機械及び施設を減失又は損壊したときは、直ちにその内     

容と理由を理事長に報告し指示を受けること。        
   ２ 理事長は機械及び施設について、車両保険、メンテナンス保険等へ加入する 

３  機械及び施設の返還までに生じた盗難、減失、毀損等についてのすべての危険      
は借受人が負担し、これを復元するか若しくはその損害を賠償する。 

     ただし、保険事故として対象となる場合はこれを活用する。 
   ４ 通常の損耗、減耗については理事長の負担とする。 

５  理事長は理事長の承認を得て貸付物件の修理または部品の交換を行う場合であっても

その経費の１割を超えない範囲で負担を求めることが出来る。 
 
 （貸付機械及び施設の返還） 
 第１３条 理事長は、借受人が次の各号に該当するときは、貸付した機械及び施設の返還をさせる

ことができる 
   １ 申請者に虚偽の記載があった場合。 
   ２ この規定に定めた事項に違反した場合。 
   ３ その他借受人に貸付不適当と認められる行為のあったとき。   
 
 （事業状況等の報告） 
 第１４条 借受け人は高性能林業機械使用簿（別紙）その他必要諸帳簿を備え常えて管理するとと

もに、機械及び施設は常に整備点検簿（点検リスト）（別紙）に沿って整備をしなければな

らない。 
    また、借受人は、理事長の請求を受けたときは、保管及び事業状況等を報告する。 
 
（附  則） この規則は、平成９年 ４月２５日から施行する。  
（附  則） この規則は、平成１１年４月１１日から施行する。 
（附  則） この規則は、平成１７年４月１日から施行する。   
（附  則） この規則は、平成１９年２月８日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


